
１ 自衛消防訓練とは 

  防火管理者を選任している建物(防火対象物）では、消防計画に基づいて消火・通報・避難訓練を 

 実施しなければなりません。特に、不特定多数の人が出入りする用途（特定用途防火対象物）では、 

 消火訓練及び避難訓練を年２回以上実施することが義務付けられています。 

（消防法第８条、消防法施行規則第３条第１０項） 

種 別 内   容 
訓練の回数 

特定用途防火対象物 

(飲食店、物販店、ホテル等） 

非特定用途防火対象物 
（共同住宅、学校、事務所など） 

消火訓練 
消火器や屋内消火栓を使用した初期消

火の訓練 
年2回以上 消防計画に定めた回数 

避難訓練 
建物内に発災を知らせ、避難、誘導及

び避難器具の訓練 

通報訓練 
発災の確認後、建物内に周知し消防機

関に通報する訓練 
消防計画に定めた回数 

２ オンラインで自衛消防訓練について 

江戸川消防署予防課防火管理係 

江戸川区中央二丁目９番１３号 

ＴＥＬ ０３－３６５６－０１１９ 

ＦＡＸ   ０３－３６５６－０５９９ 

３ 消防署へ訓練通知の提出について 

 ・オンラインを活用した自衛消防訓練を実施する場合は、予め 

  別紙の「自衛消防訓練通知書」を消防署へ提出して下さい。 

  （詳しくは、裏面の記入要領を参考にして下さい。） 

 

 ・ご不明点は、江戸川消防署予防課防火管理係までお問合せ 

  下さい。 

●消火訓練・通報訓練（江戸川消防署ホームページの活用） 

自衛消防訓練には、 

江戸川消防署ホームページを 

是非ご活用下さい！！ 

でも、コロナ禍の中 

どうやって 

訓練したら良いの？ 

 

 

出勤や退社時に 

・勤務先の設備の設置場所や避難経路

を確認する 

●避難訓練（一例） 

江戸川消防署ホームページにアクセ

スし「eラーニング」を選択 

オンラインで自衛消防訓練 

「オンラインで自衛消防訓練」

の「こちら」をクリック 

動画を選択し、視聴してください 



自衛消防訓練通知書の記入要領 

消防署記入欄の為、記入不要 

建物を所轄する消防署長宛とします 消防署への通知年月日を記入します 

・建物の所在地 

・建物の名称 

・訓練を実施する事業

所の名称 

をそれぞれ記入します 

実施する予定の訓練の想定や実施内容を記入します 

訓練担当者の連絡先

を記入します 

防火管理者又は防災

管理者の職・氏名を記

入します 

訓練を実施する日時

を記入します 


